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○ ある⽇突然、被害者の固定電話に、区役所職員を名乗る、男から
「保険等の還付金があるが、手続きがされていない」

「還付手続に必要なので、カード番号と暗証番号を教えて欲しい」

という電話があり、番号を教えました。
○ その後さらに、銀⾏のコールセンター職員を名乗る別の男から

「口座に還付金を入れようとしたが、カードが古いので手続きができない」

「新しいカードと交換するので、古いカードを行員に渡して欲しい」

と連絡があり、その後、⾏員を名乗る男が⾃宅を訪れたので、⾔われたとおりにカード
を渡したところ、そのカードで預⾦５０万円を引き出される被害に遭ってしまいました。

実際にあった事例

○ 決してキャッシュカードの暗証番
号を教えてはいけません。
○ 電話連絡だけで、銀⾏員が⾃
宅に伺ってキャッシュカードを持ち
帰ることはありません。
○ ⼀⼈で決断せず、すぐに家族
や警察に相談をしてください！

詳しくは検索！ →

「ペイジーを悪用した詐欺に注意！」

○ ペイジーとは、公共料金等の支払

いが､ＡＴＭで２４時間３６５日で

きるサービスです。

○ 最近はペイジーを悪用して、有料

サイトの未納料金等があると偽り、

ＡＴＭを操作させ、支払い手続きを

させる詐欺事案が発生しています。


